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新 東 工 業 株 式 会 社
第123回定時株主総会招集ご通知の提供書面のうち、①内部統制の基本方針お
よび運用状況、②連結計算書類における注記表および③計算書類における注記
表につきましては、法令及び当社定款第16条に基づきインターネット上の当社
ウェブサイトに掲載することにより株主の皆様に提供しております。



内部統制の基本方針および運用状況

　当社は、「内部統制システムに関する基本方針」として、取締役会において下記の事項を決
議のうえ、下記のとおり運用しております。

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務並び
に当社およびその子会社から成る企業集団（以下、当社グループという）の業務の適正を確保
するための体制および当該体制の運用状況

１． 当社取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制および当該体制の
運用状況
⑴当社取締役会の議題、付議事項に関する資料や当社取締役会議事録を法律の規定に基づい

て作成し、保存年限に従って保存・管理する。
⑵当社業務執行に関する情報となる決裁承認申請書、その添付資料、当社代表取締役が参画

する会議体や各種委員会等の議事録、当社の権利・義務を証する契約書類、経理・会計書
類、会計帳簿などのほか、重要な業務執行関連文書を保存年限に従って保存・管理する。

⑶上記の保存・管理および情報へのアクセスに関しては、文書管理規程で定めるものとす
る。また、文書管理規程の改定にあたっては、取締役会の承認と監査役会の了承を得る。

（運用状況）
取締役、監査役および監査室は、その職責を果たすため、当期、必要に応じ、取締役会議事
録、決裁承認申請書等の記録を閲覧しまたはその写しを入手しております。

２． 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制および当該体制の運用状況
⑴当社の会社経営を取り巻く主要リスクに関しては、リスクカテゴリーによる所管部署を明

確化して、必要なリスク個別管理体制を整備する。
⑵個別管理のみならず当社に係わる主要リスクの総体については、これを網羅的・総括的に

管理するため、リスクマップに可視化するとともに優先順位化して、リスクの把握、分
析、対応策の立案・実施、評価・フォローを行う。

⑶リスク管理の基本となるリスク管理規程およびこれに関連する個別規定を制定する。

－ 1 －



⑷リスクカテゴリーごとに行動指針・マニュアルを整備し、その理解促進のための研修・教
育を実施する。

⑸災害等の発生に備えて、事業継続計画(BCP)を策定し、防災・減災に向けた訓練を行う
ほか、必要に応じて、部品・消耗品を備蓄するなどリスク分散措置を行う。

（運用状況）
 

・当社を取り巻く主要リスクに関して、可視化したリスクマップを見直すとともに、主要リ
スクごとに担当取締役と責任部署を定め、リスク対応の基本的な考え方と具体的な対応方
法について、担当取締役が討議のうえ定めました。

・災害等に備え、生産復旧などに向けた事業継続計画(BCP)を本部および各拠点で策定し、
毎年、定期的な訓練（初動対応・復旧対応）を行い、改善を続けています。

３． 当社取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制および当該
体制の運用状況
⑴経営計画のマネジメント体制
①経営理念、使命(ミッション)など経営の基本方針を明確にして、これを機軸に中期経営

計画、年度経営計画を策定し、ここで決定された業績を含めた経営目標、経営戦略の達
成のために、業務執行ラインにおいて各部門や各管理職の計画・目標に落とし込み、そ
れらの目標の連鎖により事業運営を行う。

②経営目標が予定どおり進捗しているかどうかの検証を毎月の取締役会で行うとともに月
次、四半期、半期、年間の業績報告を通じて必要な打ち手を取締役会で審議・決定する。

⑵業務執行のマネジメント体制
①取締役会規則および取締役会運営内規に従って、取締役会に付議し決定すべき業務執行

の重要案件の基準を明確にする。
②執行役員制度を導入して、取締役会を意思決定機能および監督機能に特化させるととも

に定常業務の執行を執行役員に権限委譲することにより、業務執行を効率化・迅速化し、
責任の所在を明確化する。

③職務権限規程、業務分掌規程に従って、日常の業務執行は執行役員の権限と責任のもと、
更に職制ラインに順次権限と職責が適切に委譲され、各レベルの責任者が適時的確に意
思決定する。
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（運用状況）
代表取締役社長は、各部門との議論をふまえて中期経営計画、年度経営計画および必要な施
策を決定し、進捗状況の報告を受け、進捗状況を取締役会に報告しております。
取締役、執行役員等は、関連規程に従い、分担して職務を執行しております。

４． 当社取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
および当該体制の運用状況
⑴当社役職員が法令・定款を遵守するとともに高い倫理観を持つための行動と心構えを定め

た「新東企業倫理行動指針」とその具体的な行動マニュアルを策定して周知徹底を図る。
⑵取締役会規則に基づいて、独立社外役員のみで構成する「指名・報酬委員会」を設置し

て、取締役・監査役の指名・報酬等の基本方針に関する事項および指名・評価・報酬につ
いて、審議・決議のうえ、取締役会に付議する。

 

⑶「ＣＳＲ委員会」を設置して、ＣＳＲ活動の計画と推進を行うとともに、「コンプライア
ンス委員会」を設置して、コンプライアンスに関する取組みを強化する。

⑷監査室を設置して、社内の内部統制状況を定期的に監査する。
⑸当社の役職員が当社法務部門または外部の弁護士に対して直接通報を行うことができる

「新東スピークアップ制度」を整備する。
⑹社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、平素からの弁護士等

の外部専門機関と緊密な連携により毅然と対応し、不当要求に対しては、組織的な対応に
よって断固として対決する。

⑺新入社員、中堅社員、新任管理職等の階層別および営業担当者向け、管理担当者向けなど
の職種別の教育制度を推進して、必要な知識の習得と倫理観の向上を図る。

（運用状況）
 

・当社は、当社業務執行取締役より、当該年度の職務執行が法令および定款に適合していた
ことについて確認を求め、適合していた旨の確認書を受領しました。

 

・「新東企業倫理行動指針」に関する階層別研修を実施しました。
・独立役員である社外役員６名全員が出席し、「指名・報酬委員会」を年２回開催して、取

締役・監査役の指名・報酬等について、審議・決議のうえ、取締役会に付議しました。
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・監査役監査、会計監査人監査、内部監査を行っており、相互に、密に情報交換を行い、必
要に応じて改善提案を行いました。

 

・内部通報窓口を常勤監査役、社内および外部に設置して社内に周知し、事実申告に対応し
ています。社内に周知する際に、不利益な取扱いの禁止も明示しています。なお、当期、
重大な法令違反等に関わる内部通報案件はありませんでした。

・コンプライアンスに関するテストを実施し、コンプライアンス意識向上を図りました。

５． 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
⑴当社グループ会社の役職員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、当社が定めるグループ管理規程により、当社グループ会社の営業成績、財務状

況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。また、当社取締
役会規則に該当する重要な案件については、当社の取締役会においても審議、承認を要
する。

⑵当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を制定し、同規

程においてリスクカテゴリーごとの責任部署を定め、グループ全体のリスクを網羅的・
総括的に管理する。

⑶当社グループ会社の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、各事業年度のグルー

プ全体の重点経営目標を審議のうえ定め、進捗状況を定期的にレビューし、対応策を相
互に確認して実施する。

②当社は、当社グループにおける職務分掌、権限および意思決定その他の組織に関する基
準を定め、当社グループ会社にこれに準拠した体制を構築させる。

⑷当社グループ会社の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①当社は、「新東企業倫理行動指針」を制定し、当社グループのすべての役職員に周知徹

底する。
②海外グループ会社を含む当社グループのすべての役職員に適用する「Ｓｉｎｔｏ　Ｂｅ

ｌｉｅｆｓ」を制定し、企業倫理行動指針、安全方針、環境方針および品質方針を周知
徹底する。

③当社国内グループ会社においては、各会社の規模に応じて、適正数の監査役を配置する。

－ 4 －



④当社は、当社国内グループ会社の役職員のコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、
グループ会社の社長が参画する社長会を定期的に開催してコンプライアンスに関する周
知徹底を図る。

⑤当社の監査室は、内部監査規程、グループ会社管理規程に基づき、グループ会社に対し、
定期的に内部監査を実施する。

⑥当社は、当社国内グループ会社の役職員が当社法務部門または外部の弁護士に対して直
接通報を行うことができる「新東スピークアップ制度」を整備する。

⑦当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められ
る財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、関連規程の整備を図るとともに適切に
報告する体制を整備し、その体制の整備・運用状況を定期的・継続的に評価する仕組み
を構築する。

（運用状況）
 

・当社は、関係規程に従い、当社グループ会社の営業成績その他の重要な情報について報告
を受け、必要に応じて、当社取締役会において、審議、承認を受けました。

 

・当社の国内グループ会社におけるリスクマップについて報告を受け、グループ全体のリス
クの把握に努めました。

 

・国内グループ会社の取締役および監査役に対し、コンプライアンス等に関する研修を行い
ました。

 

・国内グループ会社の監査項目をチェックリスト化し、国内グループ会社の監査役より監査
結果の報告を受けました。

 

・当社は、国内グループ会社の経営トップより、毎月、営業報告およびクレーム・事故情報
等のリスク状況報告を受けるとともに、毎月開催される取締役会の結果について報告を受
けました。当社は、四半期に１回、国内グループ会社の経営トップが参加するグループ社
長会を開催し、コンプライアンスに関する周知徹底を図るとともに、各社の年度事業計画
の進捗状況について報告を受けました。また、６月には、国内グループ会社の株主総会を
開催し、当社経営トップへの報告が行われました。

 

・当社は、国内グループ会社の経営トップより、各社監査役による監査状況について報告を
受けるとともに、「法令・定款に違反する重大な事実はない」旨の監査結果を受領したし
ました。
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・当社は、欧州持株会社を設立し、米国持株会社および欧州持株会社による海外グループ会
社のリスク管理機能を強化致しました。

 

・当社は、海外グループ会社の経営トップより、毎月、営業報告およびクレーム・事故情報
等のリスク状況報告を受けるとともに、定期的に開催されている取締役会の結果について
報告を受けました。

 

・海外グループ会社については、７月に、当社および海外グループ会社の経営トップが参加
するSINTO INTERNATIONAL CONFERENCEを開催し、グループ経営方針の周知徹
底を図るとともに、リスクマネジメント状況の確認を行いました。また、年度事業計画の
進捗状況について報告を受けました。また、年末には、海外グループ会社からの報告会を
開催して、当社経営トップへの事業計画の進捗状況等の報告を受けました。また、各社株
主総会を開催し、当社経営トップへの報告が行われました。

 

・当社は、海外グループ会社の経営トップより、「当社が定める規程に基づき、当社に対し
て必要な報告を行い、当社に対して必要な承認を取得する」旨の宣誓書を受領しました。

 

・当社は、当社監査役、当社会計監査人および監査室が連携のうえ、国内グループ会社およ
び海外グループ会社の監査を行いました。

 

・内部通報窓口を常勤監査役、社内および外部に設置して国内グループ会社に周知し、事実
申告に対応しています。国内グループ会社に周知する際に、不利益な取扱いの禁止も明示
しています。なお、当期、重大な法令違反等に関わる内部通報案件はありませんでした。

・その他、上記体制に従い、適正に運用を行いました。

６． 当社監査役がその職務を補佐すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する体制および当該使用人の取締役会からの独立性および指示の実効性の確保に関す
る事項ならびに当該体制の運用状況
⑴当社監査役の求めがあった場合は、その職務を補佐すべき使用人として適切な人材を配置

する。
⑵当社監査役の職務を補佐すべき使用人の職務執行に関しては、当社取締役会からの独立性

を保つ体制を確保する。
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（運用状況）
当社管理部門の担当者が補助しています。

７． 当社および当社グループ会社の取締役および使用人が当社監査役に報告するための体制
および当該体制の運用状況
⑴当社監査役の当社社内重要会議への出席の他、決裁承認申請書、重要会議の議事録、重要

な報告書等の当社重要書類を当社監査役に回付するとともに、必要に応じて閲覧できるシ
ステムを確保する。

⑵当社および当社グループの役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告
を求められたときには、速やかに適切な報告を行う。

⑶当社および当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著
しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに当社監査役に対して直接報告
を行う。

⑷当社監査室は、定期的に当社監査役に対する報告を実施し、当社および当社グループにお
ける内部監査等の状況を報告する。

⑸当社の内部通報制度の担当部署は、当社および当社グループの役職員からの内部通報の状
況を定期的に当社監査役に報告する。

（運用状況）
 

・当社の内部通報制度の担当部署は、当社および当社グループの役職員からの内部通報の内
容および対応状況を監査役に報告しました。

・当社および当社グループの役職員が、当社監査役に対して直接報告を行うことができる
旨、毎月発行する社内報に掲載しました。

・その他、上記体制に従い、適正に運用を行いました。

８． 前条の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制および当該体制の運用状況
⑴当社は、当社監査役へ報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不

利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
⑵当社はグループのリスク管理規程において、当社グループの役職員が当社監査役に対して

直接通報を行うことができることを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による解雇
その他の不利益取扱いの禁止を明記する。
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（運用状況）
・上記体制について、取締役会において決議しました。

９． 当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項および当該体制の運
用状況
⑴当社は、当社監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法388条に基づく費用

の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または
債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用
または債務を処理する。

⑵当社は、当社監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の
予算を設ける。

（運用状況）
当期監査計画に従った監査を実施するにあたって予算が不足する事態は生じませんでした。

１０． その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制および当該体
制の運用状況
⑴当社監査役と当社代表取締役や当社会計監査人との随時または定期の面談・意見交換の機

会を確保する。
⑵当社監査役が監査対象の事業所の長、部課長等の業務推進責任者との直接面談する機会を

確保し、情報収集の実効性を担保する。

（運用状況）
 

・法令に基づき、会計監査人から監査役に対し、事業年度の監査結果につき定期報告が行わ
れました。また、監査役は、適宜、監査状況を会計監査人から聴取しております。
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〔連結注記表〕
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
１．連結の範囲に関する事項
(1)　　連結子会社の状況

連結子会社の数　　50社
主要な連結子会社の名称

株式会社メイキコウ、新東エスプレシジョン株式会社、シントーヨーロッパ社、ハインリッヒワグナ
ーシントーマシーネンファブリーク社、シントーアメリカ社、ロバーツシントー社、青島新東機械有限
公司、シントーブラジルプロドゥトス社

当連結会計年度において、フロンノースアメリカ社は前連結会計年度までは持分法適用関連会社とし
ておりましたが、株式を追加取得したことにより、連結の範囲に含めております。

シャルコシステムズ社は前連結会計年度までは持分法適用子会社としておりましたが、欧州の持株会
社化することとなったため、連結の範囲に含めております。なお、会社名をシントーヨーロッパ社に変
更しております。

シントーターキー社は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。
江蘇台新東機械科技有限公司は、前連結会計年度までは持分法適用子会社としておりましたが、重要

性が増したことに伴い、連結の範囲に含めております。
新東情報システム株式会社は当第２四半期連結会計期間までは連結子会社としておりましたが、当社

を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
(2)　　非連結子会社の状況

非連結子会社の数　　7社
主要な非連結子会社の名称
　シントーインドネシア社
連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社7社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、
連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
(1)　　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用した非連結子会社の数　　6社
主要な会社等の名称

シントーインドネシア社
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　当連結会計年度において、シャルコシステムズ社は欧州の持株会社化することとなったため、持分
法適用子会社から除外し、連結の範囲に含めております。
　新たに連結の範囲に含めた江蘇台新東機械科技有限公司と、同社を存続会社として吸収合併により消
滅した無錫台新東機械有限公司を、持分法適用非連結子会社から除外しております。

持分法を適用した関連会社の数　　5社
主要な会社等の名称

レンぺメスナーシントー社
　フロンノースアメリカ社は前連結会計年度までは持分法適用関連会社としておりましたが、当連結会
計年度において株式を追加取得したことにより、持分法適用関連会社から除外し、連結の範囲に含めて
おります。

　(2)　　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況
持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数　　2社

主要な会社等の名称
キャセイアジアパシフィック社

持分法を適用しない理由
　非連結子会社1社及び関連会社1社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金(持分に見合う
額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度に関する事項
　連結子会社のうち、在外連結子会社33社の決算日は2019年12月31日であり、連結決算日と異なりますが、
連結決算日との差は３ヵ月以内であるため、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結決算
を行っております。但し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っており
ます。

４．会計方針に関する事項
(1)　　重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として
移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
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　移動平均法による原価法を採用しております。
② たな卸資産

　評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用して
おります。
製品、仕掛品
　受注生産品は個別法による原価法、投射材等は移動平均法による原価法を採用しております。
原材料及び貯蔵品
　受注生産品等の製作に係る原材料及び貯蔵品は総平均法による原価法、投射材等の製作に係る原材料は
主に移動平均法による原価法を採用しております。

　(2)　　重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

　主として定率法を採用しております。但し、国内会社においては、1998年４月１日以降取得した建物(建
物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を
採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　7年～50年
機械装置及び運搬具　　4年～12年
その他　　　　　　　　2年～15年

② 無形固定資産(リース資産を除く)
　定額法を採用しております。

③ リース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3)　　重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

　売掛金・貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権及び破産更生債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
　従業員の賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。

③ 役員賞与引当金
　役員の賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。
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④ 製品保証引当金
　プラント及び大型受注機械等の検収引渡後の一定期間中のクレーム費用の発生に備えるため、過去の売
上高に対するクレーム費用発生高の割合を基礎として当連結会計年度の売上高に対して発生見込額を計上
しております。

⑤ 受注損失引当金
　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上
しております。

⑥ 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、一部の連結子会社は、役員退職金支給内規に基づき当連結会計
年度末要支給額を計上しております。

　　⑦ 環境安全対策引当金
　保管するＰＣＢ廃棄物の処理費用の支出に備えるため、当連結会計年度末において、その金額を合理的
に見積ることができる額を計上しております。

(4)　　重要な収益及び費用の計上基準
　売上高及び売上原価の計上基準については、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認
められる機械装置の製造等については工事進行基準を、その他については出荷基準及び検収基準を適用して
おります。

(5)　　退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法
により按分した額を、発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用
　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に簡便法を適用しております。

(6)　　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。なお、在外連結子会社等の資産、負債、収益及び費用は、各社の決算日の直物為替相場により円
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貨に換算し、換算差額は、純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しており
ます。

(7)　　重要なヘッジ会計の方法
　原則的処理方法である繰延ヘッジ処理を採用しております。また、ヘッジ会計の要件を満たす為替予約等
が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を満たし
ている場合には特例処理を採用しております。

(8)　　のれんの償却方法及び償却期間
　のれんは、5～12年の定額法により償却しております。

　(9)　　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
　税抜方式を採用しております。

５．会計方針の変更
当社は、米国会計基準を採用している海外関係会社においてASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を

当連結会計年度より適用しております。
この結果、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の遡及適用後の期首残高は33百万円増加しております。
なお、本基準の適用にあたっては、経過処置として認められている本基準の適用による累積的影響を適用開始

日に認識する方法を採用しております。

６．追加情報
（役員報酬ＢＩＰ信託）

当社は、取締役（社外取締役を除く。）を対象に、信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
(1)取引の概要

当社は、中期的な企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的に、透明性及び客観性の高い役員報酬制度と
して、企業価値連動型の株式報酬制度である役員報酬ＢＩＰ信託を導入しておりましたが、2018年３月末日まで
の事業年度は、目標未達のため、株式交付等は行わず、2018年５月22日開催の取締役会において、制度を継続す
ることを決議いたしました。

継続後の本制度は、2019年３月末日で終了する事業年度から2021年３月末日で終了する事業年度までの３事
業年度（以下「対象期間」という。）（※）を対象として、企業価値の増大に応じて、対象期間終了時の一定時
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期に、役員報酬として当社株式等の交付等を行う制度です。交付する当社株式等は、役位ならびに対象期間中の
資本効率改善度及び業績目標の達成度等に応じて定めておき、対象期間を通じて資本効率が一定の改善度等に達
した場合のみ、対象期間終了後の一定時期に、役員報酬として当社株式等の交付等を行います。

信託期間についても、2015年12月３日から2018年10月１日までとしておりましたが、2021年９月30日まで
に延長しております。

（※）信託期間の満了時において信託契約の変更及び信託追加を行うことにより、信託期間の延長が行われた
場合には、以降の各３事業年度をそれぞれ対象期間とします。

(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する自社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当連結会計年度における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、179百万円、
165,200株であります。

連結貸借対照表
１．有形固定資産の減価償却累計額 41,719百万円
２．受取手形割引高 9百万円
３．受取手形裏書譲渡高 22百万円

連結株主資本等変動計算書
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 54,580,928株

２．当連結会計年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 1,347,453株

（注）当連結会計年度末日の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が165,200株含まれております。
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３．配当に関する事項
⑴　配当金支払額

決　　議 株 式 の
種 類

配当金の総額
     (百万円)

１ 株 当 た り
配 当 額 (円 ) 基 準 日 効力発生日

2019年 5月20日
取締役会 普通株式 587 11 2019年 3 月31日 2019年 6月 5日

2019年11月 7日
取締役会 普通株式 640 12 2019年 9月30日 2019年12月 9日

合計 1,228

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　2020年5月22日開催の取締役会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり決定しておりま
す。

①配当金の総額 640百万円
②１株当たり配当額 12円
③基準日 2020年 3月31日
④効力発生日 2020年 6月 4日
　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定し、配当金の総額には、信託に対する配当金
１百万円が含まれております。
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税効果会計関係
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
たな卸資産 90百万円
未払費用 130百万円
賞与引当金 527百万円
退職給付に係る負債 349百万円
投資有価証券 860百万円
有形固定資産 378百万円
繰越欠損金 777百万円
その他 1,023百万円

繰延税金資産小計 4,138百万円
評価性引当額 △2,402百万円

繰延税金資産合計 1,735百万円
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △101百万円
海外関係会社の未分配利益 △1,370百万円
その他有価証券評価差額金 △2,914百万円
その他 △559百万円

繰延税金負債合計 △4,945百万円
繰延税金資産の純額 △3,210百万円
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金融商品関係
１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金と元本リスクが低い運用商品等に限定し、また、銀行
借入により資金を調達しております。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理の基準に沿ってリスク低減を図っており、取引
先ごとに期日管理及び残高管理を行っております。また、外貨建ての営業債権は、為替変動リスクを回避す
るため、海外営業担当部署からの依頼に基づき、経理・財務担当部署が為替予約取引の実行及び管理を行っ
ております。
　投資有価証券は主として業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクがある上場株式につい
ては、四半期ごとに時価を把握しております。
　支払手形及び買掛金は、原則１年以内の支払期日であり、外貨建ての営業債務は、為替変動リスクを回避
するため、海外調達担当部署からの依頼に基づき、経理・財務担当部署が為替予約取引の実行及び管理を行
っております。
　短期借入金の使途は主として運転資金であり、長期借入金の使途は主として設備投資資金であります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

（単位：百万円）
連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 ( ＊ １ ) 時価(＊１) 差額

(1)　現金及び預金 32,079 32,079 ‐
(2)　受取手形及び売掛金 33,984

  貸倒引当金(＊２) △144
33,840 33,840 0

(3)　有価証券 10,985 10,985 ‐
(4)　投資有価証券 21,038 21,038 ‐
(5)　支払手形及び買掛金 (14,642) (14,642) ‐
(6)　短期借入金 (1,974) (1,974) ‐
(7)　未払法人税等 (676) (676) ‐
(8)　長期借入金 (17,619) (17,612) △6
(9)　リース債務 (489) (489) 0
(＊１)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
(＊２)受取手形及び売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
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（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)　　現金及び預金

　現金及び預金の時価については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額によっております。

(2)　　受取手形及び売掛金
　受取手形及び売掛金の時価に関して、短期間で決済されるものについては、時価は帳簿価額に等しいと考
えられるため、当該帳簿価額によっております。決済までの期間が長期となるものについては、市場金利等
の指標で割引いた現在価値により算定しております。

(3)　　有価証券
　有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格等によっております。
(4)　　投資有価証券

　投資有価証券の時価については、主として取引所の価格、取引金融機関から提示された価格等によってお
ります。
　なお、非上場株式(連結貸借対照表計上額4,303百万円)及び投資事業有限責任組合出資金(連結貸借対照表
計上額27百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記投資有価
証券には含めておりません。
(5)　　支払手形及び買掛金、(7) 未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(6)　　短期借入金

　短期借入金の時価については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳
簿価額によっております。なお、上記金額には１年内返済予定の長期借入金(連結貸借対照表計上額3,303百
万円)は含めておりません。
(8)　　長期借入金

　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入または新規発行を行った場合に想定される利
率で割り引いて算定する方法によっております。なお、長期借入金の金額には連結貸借対照表の流動負債の
「短期借入金」に含まれている１年内返済予定の長期借入金(連結貸借対照表計上額3,303百万円)を含めて
表示しております。

(9)　　リース債務
　リース債務の時価については、元利金の合計額を同様のリース契約を締結する場合に想定される利率で割
り引いて算定する方法によっております。なお、上記金額には連結貸借対照表の流動負債の「リース債務」
と固定負債の「リース債務」を合計した額を記載しております。
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１株当たり情報
１株当たり純資産額 1,770円62銭
１株当たり当期純利益 54円10銭
（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を、

期末の普通株式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

重要な後発事象
　該当事項はありません。
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〔個別注記表〕
重要な会計方針
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)　　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券

時価のあるもの
　決算日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定)を採用しております。
時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しております。

(2)　　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しており
ます。
製品、仕掛品
　受注生産品は個別法による原価法、投射材等は移動平均法による原価法を採用しております。
原材料及び貯蔵品
　受注生産品等の製作に係る原材料及び貯蔵品は総平均法による原価法、投射材等の製作に係る原材料は移
動平均法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法
(1)　　有形固定資産(リース資産を除く)

　定率法を採用しております。但し、1998年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　　　　　15年～50年
構築物　　　　　　　　　　　　　　 7年～40年
機械及び装置　　　　　　　　　　　 5年～12年
車両及び運搬具　　　　　　　　　　 4年～ 7年
工具・器具及び備品　　　　　　　　 2年～15年

(2)　　無形固定資産(リース資産を除く)
　定額法を採用しております。
(3)　　リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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３．引当金の計上基準
(1)　　貸倒引当金

　売掛金・貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権及び破産更生債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)　　賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(3)　　役員賞与引当金

　役員の賞与の支払いに備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(4)　　製品保証引当金

　プラント及び大型受注機械等の検収引渡後の一定期間中のクレーム費用の発生に備えるため、過去の売上
高に対するクレーム費用発生高の割合を基礎として、当事業年度の売上高に対して発生見込額を計上してお
ります。
(5)　　受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上してお
ります。
(6)　　債務保証損失引当金

　関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上
しております。
(7)　　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
　なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に
よる定額法により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理することとしております。ただし、当事業
年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合に
は、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
(8)　　環境安全対策引当金

　保管するＰＣＢ廃棄物の処理費用の支出に備えるため、当事業年度末において、その金額を合理的に見積
ることができる額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
　売上高及び売上原価の計上基準については、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認めら
れる機械装置の製造等については工事進行基準を、その他については出荷基準及び検収基準を採用しており
ます。

－ 21 －



５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1)　　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、事業年度末の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理して
おります。

(2)　　ヘッジ会計の方法
　原則的処理方法である繰延ヘッジ処理を採用しております。また、ヘッジ会計の要件を満たす為替予約等
が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を満たし
ている場合には特例処理を採用しております。
(3)　　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理方法は、税抜方式を採用しております。

貸借対照表
１．有形固定資産減価償却累計額 25,210百万円

２．保証債務
　　他の会社の金融機関からの借入債務等に対し、保証等を行っております。
　なお、フロン社の金額については、債務保証損失引当金180百万円を控除しております。

株式会社メイキコウ 115百万円
新東エスプレシジョン株式会社 114百万円
シントーアメリカ社 768百万円
シントーブラジルプロドゥトス社
フロン社

336百万円
785百万円

スリーディーセラムシントー社 7百万円
計 2,128百万円

３．関係会社に対する金銭債権及び債務
短期金銭債権 4,773百万円
長期金銭債権 1,462百万円
短期金銭債務 461百万円

４．取締役に対する金銭債務 26百万円
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損益計算書
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 9,013百万円
仕入高 5,798百万円

営業取引以外の取引高 995百万円

株主資本等変動計算書
⑴　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,347,453株
（注）当事業年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が165,200株含まれております。
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税効果会計関係
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
たな卸資産 50百万円
未払費用 82百万円
賞与引当金 378百万円
製品保証引当金 79百万円
債務保証損失引当金 55百万円
投資有価証券 488百万円
関係会社株式 2,006百万円
有形固定資産 105百万円
その他 394百万円

繰延税金資産小計 3,640百万円
評価性引当額 △2,813百万円
繰延税金資産合計 827百万円
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △101百万円
その他有価証券評価差額金 △2,830百万円
その他 △257百万円

繰延税金負債合計 △3,188百万円
繰延税金資産の純額 △2,361百万円

関連当事者との取引
子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

種類 会社等の名称
議 決 権 等 の
所 有 ( 被 所
有)割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引

金額 科目 期末
残高

子会社 シントーヨーロ
ッパ社

(所有）
直接100％ 短 期 貸 付 現 物 出 資 2,442 - -

子会社 青島新東機械有
限公司

(所有）
直接95％

当 社 製 品 の
製 造 ・ 販 売 製 品 の 販 売 2,367 売 掛 金 1,368
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（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
　　　1.当社は、連結子会社であるハインリッヒワグナーシントーマシーネンファブリーク社が保有する子会社
　　シントーヨーロッパ社（旧社名：シャルコシステムズ社）の全株式を購入し、当社が保有する欧州３社（ハ
　　インリッヒワグナーシントーマシーネンファブリーク社、スリーディーセラムシントー社、オメガシントー
　　社）の株式を現物出資し、シントーヨーロッパ社を持株会社化しております。
　　　なお、当該取引は共通支配下の取引に該当し、当社が保有する欧州３社の株式の取得価額をシントーヨー
　　ロッパ社の株式の取得価額へ引き継いでおります。
　　　上記取引金額には、当該引き継いだ金額を記載しております。
　　　2.当社と青島新東機械有限公司との取引は、関連を有しない会社との取引と同様に、交渉の上決定して
　　おります。

１株当たり情報
１株当たり純資産額 1,341円20銭
１株当たり当期純利益 36円80銭
（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を、

期末の普通株式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

重要な後発事象
　該当事項はありません。
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